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新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫 

について 

 このことについて、別添（写）のとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知がありま 

した。 

本通知では、感染リスクを低減させながら学校の教育活動を行うことに資するよう、最終 

学年等を優先した休業中の登校日の設定など、学校運営上の工夫の在り方を示していますが、

「地域や生活圏によって感染の状況は異なることから、一律ではなく地域の状況を踏まえて、

段階的に学校教育活動を開始していくことも可能である」とされ、現時点において感染状況

が確認されていない本県の県立学校における教育活動の再開については、令和２年４月23日

付け、教学第146号・教保第53号「大型連休期間における県立学校の一斉臨時休業等につい

て」によることとします。 

 なお、今後、感染者が確認された場合の臨時休業措置については、令和２年４月23日付け、

教学第145号・教保第52号「臨時休業措置の基本的な考え方等について」により対応するこ

とし、この場合の臨時休業中の登校日の設定等については、本通知を踏まえた対応をお願い

します。 
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